
年金制度改正等のお知らせ年金制度改正等のお知らせ�年金制度改正等のお知らせ�

14

�

　
春
は
異
動
の
シ
ー
ズ
ン
で
す
。

「
就
職
」「
退
職
」「
転
勤
」な
ど
が

多
い
季
節
で
す
が
、
国
民
年
金

の
届
出
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。�

●
会
社
を
辞
め
た
と
き�

　
◇
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険

　
者
資
格
取
得
届�

　
※
届
出
は
各
支
所
住
民
班
へ�

●
会
社
員
で
あ
る
配
偶
者
に
扶

　
養
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
き�

（
配
偶
者
が
会
社
を
辞
め
た
と

　
き
や
本
人
の
パ
ー
ト
収
入
が

　
増
え
た
と
き
な
ど
）�

　
◇
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険

　
者
資
格
取
得
届�

　
※
届
出
は
各
支
所
住
民
班
へ�

●
会
社
員
で
あ
る
配
偶
者
に
扶

　
養
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

　
き�

　
◇
国
民
年
金
第
３
号
被
保
険

　
者
資
格
取
得
届�

　
※
配
偶
者
の
勤
務
す
る
事
業

　
主
へ�

●
住
所
や
氏
名
が
変
わ
っ
た
と

　
き�

　
◇
住
所
変
更
届�

　
※
第
１
号
被
保
険
者
は
各
支

　
所
住
民
班
へ
、
第
３
号
被
保

　
険
者
は
配
偶
者
の
勤
務
す
る

　
事
業
所
へ�

������

　
厚
生
労
働
省
で
は
、
毎
年

人
口
動
態
調
査
を
実
施
し
て

い
ま
す
が
、
国
勢
調
査
の
年

に
は
、
産
業
の
記
入
ま
で
お

願
い
し
て
お
り
ま
す
。�

ご
面
倒
で
す
が
ご
協
力
く
だ

さ
い
。�

�《
調
査
期
間
》�

　
平
成
17
年
４
月
１
日
か
ら�

　
平
成
18
年
３
月
31
日
ま
で�

　
１
年
間�

�《
調
査
対
象
者
》�

　
出
生
届
・
死
亡
届
・
死
産
届

　
・
婚
姻
届
・
離
婚
届
の
届
出

　
を
さ
れ
る
方
々�

�《
調
査
方
法
》�

　
各
届
書
の
届
出
の
際
、
届

　
出
用
紙
に
あ
る「
職
業
欄
」

　
に
記
入
し
て
い
た
だ
く
。�

国
民
年
金
の
届
出�

〜
節
目
、節
目
に
届
出
を�

              

忘
れ
ず
に
〜�

��

人
口
動
態
職
業�

・
産
業
調
査
に�

ご
協
力
を
！�

��

①国民年金保険料が月額１３，５８０円になります。�
　（平成１７年４月から平成１８年３月まで）�

②特別障害給付金制度の新設�
　国民年金制度の中で生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給�
　していない障害者に対して、福祉的措置として給付金を支給する制度です。�
�
　・平成３年３月以前の国民年金任意加入対象であった学生�
　・昭和６１年３月以前の国民年金任意加入対象であった厚生年金保険等に加入していた方
　の配偶者�
※上記の方のうち、任意加入していなかった期間中に生じた傷病が、現在、障害基礎年金の１
　級、２級相当の障害の状態にある方です。�
�
　・住所地の各支所で平成１７年４月１日から受付を開始�
�
　・請求書を受付した月の翌月からとなります。平成１７年４月中に必ず請求書を提出してくだ
　 さい。 （請求が遅れた場合は支給も遅れることになります。（例）５月に請求した場合は　
　 ６月分からの支給となります。）�
　・障害認定事務は、支給の決定まで数ヶ月必要となりますので、あらかじめご了承ください。
　 （支給が決定すれば、請求書の受付月の翌月までさかのぼって支給されます。）�
　 なお、収入や年金受給の状況によって支給が制限されることがあります。�
�

《対　　象》�

《請求書の受付》�

《給付金の支給》�

対馬市各支所住民班  長崎社会保険事務局長崎北事務所  095-861-1211【問合せ先】�

（平成17年4月1日）�




